
精神保健福祉手帳交付のしおり

飯山市役所 保健福祉課

	制度
	対象
	給付内容
	手続き等
	備考

	福祉医療費

特別給付金
	1･2･3級

※障害等級によって受給内容が異なります

※所得制限あり

特別障害者手当準拠（1級）

市民税非課税世帯者（2･3級）
	⑴病院や薬局等で支払った医療費の自己負担分（保険診療分）を給付
⑵加入保険の付加給付、高額療養費がある場合は、その額を控除した分を給付
※1レセプトあたり500円上限の受益者負担があります。

1級…通院分のみ（入院は対象外）。診療科目は問わない。

2･3級…精神通院分のみ
	1.申請先　

市役所保健福祉課

2.持ち物

⑴健康保険証
⑵印鑑
⑶振込先口座
⑷障害者手帳
	

	税制上の優遇措置
	所得税に関する障害者控除
	手帳所持者

※障害等級によって控除額等がかわります
	本人または扶養者(必ずしも同居していなくてもよい)の課税所得から以下の所得を控除

・特別障害者控除(1級) …40万円

・2･3級障害者…27万円

・同居の1級障害者の配偶者控除･扶養控除の加算…35万円
	年末調整、確定申告の際手帳が必要になります

詳しくは税務署、市役所税務課、給与所得者は勤務先担当者までお問い合わせください
	信濃中野税務署

0269(22)3151

北信地方事務所税務課

0269(23)0204

市役所税務課

0269(62)3111

	
	住民税に関する障害者控除
	
	本人または扶養者(必ずしも同居していなくてもよい)の課税所得から以下の所得を控除

・特別障害者控除(1級)…30万円

・2･3級障害者…26万円

・同居の1級障害者の配偶者控除･扶養控除の加算…23万円

※前年分所得が125万円以下の場合は住民税所得割が非課税
	
	

	
	自動車税･自動車取得税の減免
	１級

減免には上限額があります。

※上限額の設定はH21.4から。
	以下の要件をすべて満たす場合に対象

⑴障害者本人または生計同一者が運転する場合

※障害者のみの世帯は日常的介護者も可。

⑵障害者本人または生計同一者が所有する自動車1台
※生計同一者が運転、もしくは所有する自動車を申請する場合、福祉事務所（市役所保健福祉課）の証明が必要になります
	1.申請先

⑴北信地方事務所

(軽自動車は市税務課)

2.持ち物

⑴印鑑

⑵障害者手帳

⑶車検証

⑷運転者の免許証
	

	
	相続税
	手帳所持者

(等級によって控除額が違います)
	障害者が遺産を相続した場合に減額

1級　　12万円×(70歳に達するまでの年齢)

2･3級　 6万円×(70歳に達するまでの年齢)
	詳しくは税務署へお問い合わせください
	

	
	利子等の非課税(ﾏﾙ優･ﾏﾙ特)
	一定の手続きにより預け入れた少額貯金(少額預蓄非課税制度＝マル優)、購入した少額公債(少額公債非課税制度＝マル特)については、各制度につき元本350万円を限度として利子等が非課税
	詳しくは銀行、証券会社等へお問い合わせください
	

	
	贈与税の非課税
	手帳1級の交付を受けている本人を受益者として、信託会社等と特別障害者扶養信託契約を締結した場合、信託受益権の価格のうち、6000万円までは贈与税の課税価格に算入されない。
	詳しくは税務署へお問い合わせください
	

	
	※上記以外の国税や地方税の一部が、障害の程度などにより免除となる場合があります。詳細は、税務署等にお問い合わせください。

	タクシー利用助成事業
	１級

※所得制限あり

市民税非課税世帯
	⑴給付決定月からその年度の3月までの月数の2倍の回数券を交付

⑵1回の利用あたり1000円を上限に運賃の2分の1を補助
	1.申請先

　市役所保健福祉課

2.持ち物

　⑴印鑑

　⑵障害者手帳
	

	川中島バス

長電バス
	手帳所持者
	路線バスの普通運賃が半額。

※高速バス等は割引対象外。


	運転者に手帳を呈示してください。他社の路線については各バス会社へ

	制度
	対象
	給付内容
	申請手続
	備考

	NHK放送受信料の減免
	全額免除
	手帳所持者がいる世帯で、世帯全員の市民税が非課税の場合
	1.申請窓口

　市役所保健福祉課

2.持ち物

　⑴印鑑
　⑵障害者手帳
	市役所で証明を受けた後、NHKへ申請書を郵送してください

	
	半額免除
	世帯主が1級の手帳所持者で、かつ受信料契約者の場合
	
	

	携帯電話料金の障害者割引
	手帳所持者
	携帯電話会社によって割引内容が違います。概ね基本料金が50％割引。
	割引内容の詳細や手続き等は、各携帯電話会社へお問い合わせ下さい。

	長野県独自の支援サービス
	手帳所持者
	･信濃美術館､東山魁夷館及び県立歴史館が主催する常設展と企画展の観覧料の全額免除

･県営公園施設(駒場公園)使用料の一部免除(65/100)

･長野県障害者福祉センター(サンアップル)の施設等の利用料減免

･県営住宅優先入居･家賃の一部減免

	障害年金
	障害の程度により受給の可能性あり

※詳細は勤務先又は市役所市民環境課･社会保険事務所へお問い合わせください
	以下のすべてを満たす場合に支給

⑴障害の初診日に65歳未満

⑵初診日から1年半を経過した時点で一定以上の障害がある

⑶初診月の2ヶ月前までの保険料納付期間が加入期間の3分の2以上または、初診月の2ヶ月前までの1年間に滞納がないこと
	1.申請先

⑴国民年金加入者の場合

　→市役所市民環境課

⑵厚生年金加入者の場合

　→勤務先を所管する社会保険事務所

※必要書類等は申請先までお問い合わせください
	市役所市民環境課

0269(62)3111

又は

勤務先を所管する社会保険事務所

	心身障害者扶養

共済制度
	手帳所持者

※扶養者は市内に住所を有する健康な65歳未満の者
	障害者の扶養者が毎月一定の掛金（1口9300円～23300円）を支払うことで、扶養者が死亡したり、著しい障害を有する状態になったときに障害者に対し年金を支給。掛金は扶養者（加入者）の加入時の年齢に応じて決定。

支給年金額…1口加入　月2万円

　　　　　　　2口加入　月4万円
	1.申請窓口

　市役所保健福祉課

2.持ち物

　⑴印鑑

　⑵障害者手帳

　⑶住民票の写（障害者、扶養者それぞれに必要）
	

	就労支援
	障害者それぞれのニーズや障害程度･生活環境等を踏まえたうえで、より適切なサービスを利用できるようにするため、まずは右記の窓口にご相談ください。
	⑴市役所保健福祉課障がい福祉係

⑵ハローワーク飯山　0269(62)8609

⑶北信圏域障害者･生活支援センター

　（雁木ぷらざ内）269(62)1344

	自立支援給付
	障害者

※サービスを利用するには、障害程度区分の認定調査を受けていただく必要があります
	障害者が地域で自立した生活を送ることができるよう必要なサービスが受けられる制度で介護の支援を受ける「介護給付」、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」、市町村が独自に行っている「地域生活支援事業」があります。
	1.申請窓口

　市役所保健福祉課

2.持ち物

　⑴印鑑

　⑵障害者手帳

※その他に預金額や収入額が分かる資料が必要な場合があります。
	具体的なサービスの内容は右面をご覧ください。


※記載の内容については変更等ある場合がありますので申請にあたっては事前にお問い合わせください。

自立支援給付について

■対象となる障害者等　※介護保険該当者は、介護保険サービスが優先されます。

　⑴身体障害者(児)…身体障害者手帳が交付されている方

　⑵知的障害者(児)…療育手帳が交付されている方。また、児童相談所等の判定を受けた方

　⑶精神障害者(児)…手帳または自立支援医療受給者証等を交付されている方等。

福祉サービス一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　*障害の種類や程度によって利用できないサービスもあります 

	名　称
	内　　容

	介護給付
	居宅介護（ホームヘルプ）
	自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

	
	重度訪問介護
	重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います

	
	行動援護
	自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います

	
	重度障害者等包括支援
	介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います

	
	児童デイサービス
	障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います

	
	短期入所

（ショートステイ）
	自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴､排せつ、食事の介護等を行います

	
	療養介護
	医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理､看護、介護及び日常生活の世話を行います

	
	生活介護
	常に介護を必要とする人に、主に昼間、障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作活動又は生産活動又は生産活動の機会の提供を行います

	
	障害者支援施設での夜間

ケア等（施設入所支援）
	施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

	
	共同生活介護(ケアホーム)
	夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

	訓練等給付
	自立訓練（機能訓練･生活訓練）
	自立した日常生活又は社会生活がきるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います

	
	就労移行支援
	一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

	
	就労継続支援

（A型=雇用型、B型）
	一般企業等への就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

	
	共同生活援助（グループホーム）
	夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います

	地域生活支援事業　　　　　　　　　　　　　　　　　*障害の種類や程度によって利用できないサービスもあります

	名　称
	内　　容
	利用者負担等

	コミュニケーション

支援事業
	手話通訳者･要点筆記者を派遣し、聴覚障害者等の意思疎通を支援します。なお、派遣料は無料です。

	移動支援事業
	上記介護給付の行動援護等の給付が受けられない人を対象とし、付添うことで障害者(児)の外出を支援します。またグループでの外出も支援します。
	原則1割

	日中一時支援事業
	放課後や休日等の一時的に障害者(児)を預かり、障害者(児)の日中活動の場の提供及び家族の就労支援等を行います。
	障害児…1時間あたり100円

障害者…1割

	地域活動支援センター
	利用者の創作活動や生産活動及び社会交流の機会の提供等、活動内容の充実を図ります。「雁木ぷらざ」(南町19-8) TEL0269(62)1312
	原則1日あたり100円


※利用者負担については、サービス量に応じた定率負担や所得に応じた月額上限･減免等がありますので、個別にご相談ください。

―利用手続き等についての問い合わせ先―
　市役所保健福祉課障がい福祉係（0269-62-3111内線189）



精神障害者が利用できる主な福祉制度・サービス等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年10月現在











